
平成２２年２月徳島県後期高齢者医療広域連合議会定例会会議録 

 

１ 徳島県後期高齢者医療広域連合告示第１号 

  平成２２年２月徳島県後期高齢者医療広域連合議会定例会を次のとおり招集する。 

平成２２年１月２９日 

徳島県後期高齢者医療広域連合長 原  秀 樹 

 ⑴ 期日 平成２２年２月１５日 

⑵ 場所 徳島市川内町平石若松７８番地１ 徳島県国保会館３階 研修室 

 

２ 平成２２年２月１５日（月）午後１時３２分開会 

 

３ 出席議員は，次のとおりである。 

   １番 折 目 信 也     ２番 笠 井 国 利 

   ３番  泉  理 彦     ４番 出 口 憲二郎 

   ５番 岩 浅 嘉 仁     ８番 河 野 正 八 

１１番 笠 松 和 市    １２番 松 尾  肇 

１３番 後 藤 忠 雄    １４番 後 藤 正 和 

１５番 坂 口 博 文    １６番 影 治 信 良 

１７番 大 神 憲 章    １８番 戸 田 眞理子 

１９番 佐 藤 富 男    ２０番 灰 田 菊 蔵 

２２番 玉 井 孝 治    ２３番 伊 月  猛 

２４番 村 上 弘 幸    ２５番 川 原 義 朗 

 

４ 欠席議員は，次のとおりである。 

６番 川真田 哲 哉     ７番 稲 岡 正 一 

２１番 小 堀 克 夫 

 

５ 説明のため出席した者の職氏名は，次のとおりである。 

広域連合長     原  秀 樹   副広域連合長    俵  徹太郎 

副広域連合長   広 瀬 憲 発   監査委員     藤 原 孝 信 

事務局長     片 山 隆 信   総務課長     増 田 敏 雄 

事業課長     天毎木 孝 利   事業課課長補佐  前 田 耕 志 

総務課主査    松 内  徹 

 

６ 職務のため出席した職員の職氏名は，次のとおりである。 

総務課係長    大 塚 喜美枝 

 

７ 議事日程（第１号） 

第１  会議録署名議員の指名について 

  第２  会期の決定について 
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  第３  新たに選出された議員の議席の指定について 

第４  同意第１号  徳島県後期高齢者医療広域連合副広域連合長の選任について 

第５  議案第１号  平成２２年度徳島県後期高齢者医療広域連合一般会計予算に

ついて 

議案第２号  平成２２年度徳島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療

特別会計予算について 

  議案第３号  平成２１年度徳島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療

特別会計補正予算（第２号）について 

議案第４号  徳島県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例の一

部改正について 

議案第５号  徳島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例

の一部改正について 

議案第６号  徳島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例

基金条例の一部改正について 

第６  承認第１号  徳島県後期高齢者医療広域連合議会の議員その他非常勤の職

員の公務災害補償等に関する条例の一部改正に係る専決処

分の承認について 

 

８ 会議に付した事件 

日程第１ 会議録署名議員の指名について 

日程第２ 会期の決定について 

日程第３ 新たに選出された議員の議席の指定について 

日程第４ 同意第１号 

日程第５ 議案第１号から議案第６号まで 

日程第６ 承認第１号 
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（午後１時３２分開会） 

○議長（笠井国利君） 

ただ今から，平成２２年２月徳島県後期高齢者医療広域連合議会定例会を開会いたしま

す。 

広域連合長から，招集のごあいさつがあります。 

 

○議長（笠井国利君） 

連合長 

 

○広域連合長（原秀樹君） 

平成２２年２月定例会の開会に当たりまして，一言ごあいさつを申し上げます。 

本日，徳島県後期高齢者医療広域連合議会定例会を招集いたしましたところ，議員の皆

様におかれましては大変お忙しい中，御出席を賜り厚く御礼を申し上げます。 

また，各市町村におかれましては，後期高齢者医療制度の運営に懸命な御努力を頂いて

おることに，この場をお借りいたしまして厚く御礼を申し上げます。 

  さて，後期高齢者医療制度がスタートして約２年が経過をいたしまして，制度がようや

く定着しつつあったところでございますが，昨年の衆議院総選挙におきまして政権与党が

交代し，民主党を中心とした新しい政権が誕生をいたしました。民主党マニフェストや３

党連立政権合意書では，後期高齢者医療制度の廃止を掲げており，長妻厚生労働大臣は現

行制度を平成２４年度末に廃止して，平成２５年４月から新しい高齢者医療制度を施行さ

せるとし，高齢者医療制度改革会議を設置し，本格的な検討に入っております。本年の後

半には新しい制度の概要が明らかになる予定でございます。 

 本広域連合といたしましては，昨年来，国に対しまして全国後期高齢者医療広域連合協

議会を通じまして，現行制度の改善や新制度の設計に当たりまして様々な要望を申し上げ

てきたところでございます。当面は，国の動向に注視いたしますとともに，被保険者をは

じめとする皆様方に対しましては，混乱を招くことのないよう現行制度を適切に運営し，

対応してまいりたいと考えております。 

 本日の定例会は，副広域連合長の選任同意をはじめ，２年ごとに改定されます保険料の

料率改定を含む条例議案４件，平成２２年度一般会計予算などの予算議案３件の計８件の

議案を提出いたしております。詳細につきましては後ほど事務局長から御説明申し上げま

すので，十分御審議賜りますようお願い申し上げまして，招集のごあいさつといたします。 

 

○議長（笠井国利君） 

これより，本日の会議を開きます。 

日程に先立ち，諸般の報告をいたします。まず，議員の辞職について御報告申し上げま

す。三好市選出の仁尾健治議員，石井町選出の井上裕久議員が閉会中に各市町の議会にお

きまして辞職されておりますので，御報告申し上げます。 

次に，このほど鳴門市議会議長，石井町議会議長，美波町議会議長及び板野町議会議長

から，それぞれ広域連合議会議員選出の通知があり，これを受理いたしましたので御報告

申し上げます。 
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次に，監査委員から，昨年１０月及び本年１月に実施した定期監査及び例月出納検査の

結果について，議長あてに報告が提出されておりますので，御報告いたしておきます。 

次に，本日の議事日程につきましては，お手元に配布のとおりであります。 

 

○議長（笠井国利君） 

次に，去る８月定例会において選出されております後藤監査委員からごあいさつしたい

との申出がありますので，これを許可します。 

 

○議長（笠井国利君） 

 後藤正和君 

 

○１４番（後藤正和君） 

 神山町長の後藤でございます。先の８月議会におきまして，監査委員選任の御同意を頂

きました。誠にありがとうございました。 

大変な重責であろうと覚悟をいたしておるところでございます。監査の必要性と重要性

を深く認識いたしまして，識見監査委員でございます藤原監査委員さんとともに適正な監

査の執行に努めてまいりたいと，このように考えておりますので，今後，皆様方におかれ

ましては，なお一層の御指導，御鞭撻を賜らんことをお願い申し上げまして，簡単でござ

いますけれども，就任のごあいさつとさせていただきます。よろしくお願いします。 

 

（拍手） 

 

○議長（笠井国利君） 

なお，本日の会議に欠席の届出のありました方は，６番川真田哲哉君，７番稲岡正一君，

２１番小堀克夫君，以上であります。 

 

○議長（笠井国利君） 

それでは，日程第１会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は，会議規則第

７６条の規定により，議長において，１６番影治信良君，１７番大神憲章君を指名いたし

ます。 

 

○議長（笠井国利君） 

次に，日程第２会期の決定についてを議題といたします。 

お諮りいたします。本定例会の会期は，本日１日間といたしたいと思います。これに，

御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と言う者あり） 

 

○議長（笠井国利君） 

御異議なしと認めます。よって，会期は本日１日間と決定をいたしました。 
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○議長（笠井国利君） 

次に，日程第３新たに選出された議員の議席の指定を行います。 

このたび本広域連合議会議員に選出されました方々は，鳴門市から泉理彦君，石井町か

ら後藤忠雄君，美波町から影治信良君，板野町から玉井孝治君，以上の方々であります。 

新たに選出された議員の議席については，会議規則第４条の規定により，議長において，

ただ今，御着席のとおり指定いたします。 

 

○議長（笠井国利君） 

次に，日程第４同意第１号徳島県後期高齢者医療広域連合副広域連合長の選任について

を議題といたします。提出者の説明を求めます。 

 

○議長（笠井国利君） 

連合長 

 

○広域連合長（原秀樹君） 

ただ今，御提案いたしました徳島県後期高齢者医療広域連合副広域連合長の選任につい

て御説明を申し上げます。本案は，徳島県後期高齢者医療広域連合規約第１１条第１項及

び第１２条第５項の規定に基づき，徳島県町村会会長，広瀬憲発氏の副広域連合長への選

任について，御同意をお願いするものでございます。よろしくお願いいたします。 

 

○議長（笠井国利君） 

お諮りいたします。本案については，成規の手続きを省略し，直ちに採決いたしたいと

思いますが，これに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と言う者あり） 

 

○議長（笠井国利君） 

御異議なしと認めます。よって，本案については，成規の手続きを省略し，直ちに採決

することに決定いたしました。 

お諮りいたします。本案については，原案のとおり同意することに，御異議ありません

か。 

 

（「異議なし」と言う者あり） 

 

○議長（笠井国利君） 

御異議なしと認めます。よって，同意第１号徳島県後期高齢者医療広域連合副広域連合

長の選任については，原案のとおり同意することに決定いたしました。 

 

○議長（笠井国利君） 

ここで，副広域連合長の出席を求めることにいたします。 
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（副広域連合長広瀬憲発君入場） 

 

○議長（笠井国利君） 

副広域連合長からごあいさつがあります。 

 

○議長（笠井国利君） 

 広瀬憲発君 

 

○副広域連合長（広瀬憲発君） 

皆さんこんにちは。松茂町の町長の広瀬でございます。議長のお許しを得ましたので，

ごあいさつを申し上げたいと思います。 

ただ今は，副広域連合長の選任に御同意を頂きまして，厚くお礼を申し上げたいと思い

ます。ありがとうございます。誠に光栄なことであり，その任務の重さを痛感するととも

に，身の引き締まる思いでございます。昨年，発足した新政権による平成２４年度末には

後期高齢者医療制度を廃止するとして，新制度の検討がなされておるところでございます。

今後，国から指示される検討結果につきましては，的確に対応できるよう関係市町村と連

携を図りながら，広域連合長の補佐役として，誠心誠意努めてまいる所存でございます。 

皆様方のますますの御支援，御協力を賜りますようお願いを申し上げまして，簡単でご

ざいますが，就任のごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。 

 

（拍手） 

 

○議長（笠井国利君） 

次に，日程第５議案第１号平成２２年度徳島県後期高齢者医療広域連合一般会計予算に

ついて，議案第２号平成２２年度徳島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計

予算について，議案第３号平成２１年度徳島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特

別会計補正予算（第２号）について，議案第４号徳島県後期高齢者医療広域連合職員の給

与に関する条例の一部改正について，議案第５号徳島県後期高齢者医療広域連合後期高齢

者医療に関する条例の一部改正について，議案第６号徳島県後期高齢者医療広域連合後期

高齢者医療制度臨時特例基金条例の一部改正についてを議題といたします。提案理由につ

いて，事務局の説明を求めます。 

 

○議長（笠井国利君） 

 事務局長 

 

○事務局長（片山隆信君） 

それでは御説明させて頂きます。お手元の資料の定例会議案②の３ページをお願いいた

します。議案第１号平成２２年度徳島県後期高齢者医療広域連合一般会計予算についてお

諮りするものでございます。歳入歳出予算は，歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ

１億５，０９０万３，０００円と定めるものであります。歳入歳出予算の款項の区分及び
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当該区分ごとの金額は，第１表歳入歳出予算によるものでございます。４ページをお願い

いたします。第１表歳入歳出予算のうち，歳入につきましては，款１分担金及び負担金，

項１負担金１億３，０７５万７，０００円，款２財産収入，項１財産運用収入１４万３，

０００円，款３繰入金，項１基金繰入金２，０００万円，款４繰越金，項１繰越金１，０

００円，款５諸収入，項１連合預金利子１，０００円，同じく項２雑入１，０００円，歳

入合計１億５，０９０万３，０００円となっております。 

５ページをお願いいたします。歳出につきましては，款１議会費，項１議会費１０２万

８，０００円，款２総務費，項１総務管理費１億４，７６５万１，０００円，同じく項２

監査委員費８万１，０００円，款３諸支出金，項１基金費１４万３，０００円，款４予備

費，項１予備費２００万円，歳出合計１億５，０９０万３，０００円となっております。

なお，予算の詳細につきましては，先日の全員協議会で御説明しましたとおりでございま

す。 

同じく資料②９ページをお願いいたします。議案第２号平成２２年度徳島県後期高齢者

医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算についてお諮りするものでございます。歳入歳

出予算は，歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１，００７億２，４８５万７，００

０円と定めるものであります。歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，第

１表歳入歳出予算によるものであります。一時借入金は，地方自治法第２３５条の３第２

項の規定による一時借入金の借入れの最高額は２０億円とするものであります。歳出予算

の流用は，地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は，医療給付費の各項に計上した予算額に過不足が生じ

た場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間で流用するときとするものでありま

す。１０ページをお願いいたします。第１表歳入歳出予算のうち歳入につきましては，款

１市町村支出金，項１市町村負担金は１６７億２，２５７万３，０００円，同じく項２市

町村補助金は１，０００円，款２国庫支出金，項１国庫負担金は２４０億８，８４７万９，

０００円，同じく項２国庫補助金は９２億９，８０６万８，０００円，款３県支出金，項

１県負担金は８１億９，５８０万３，０００円，同じく項２県財政安定化基金支出金は４

億７，６５６万１，０００円，同じく項３県補助金は１，０００円，款４支払基金交付金，

項１支払基金交付金は４１５億８，６８５万６，０００円，款５特別高額医療費共同事業

交付金，項１特別高額医療費共同事業交付金は８８２万４，０００円，款６財産収入，項

１財産運用収入は１２万３，０００円，款７繰入金，項１基金繰入金は２，０００円，款

８繰越金，項１繰越金は２億９，５８８万８，０００円，款９県財政安定化基金借入金，

項１県財政安定化基金借入金は１，０００円，款１０諸収入，項１延滞金，加算金及び借

入金は２，０００円，同じく項２預金利子は１，０００円，同じく項３雑入は５，１６７

万５，０００円，歳入合計は１，００７億２，４８５万７，０００円となっております。 

１２ページをお願いいたします。次に，歳出でございますが，款１総務費，項１総務管

理費は２億４，９３６万７，０００円，款２医療給付費，項１療養諸費は９８７億４，８

９３万４，０００円，同じく項２高額療養諸費は９億９，７１１万８，０００円，同じく

項３その他療養給付費は１億３，５８０万円，款３県財政安定化基金拠出金，項１県財政

安定化基金拠出金は９，１９６万６，０００円，款４特別高額医療費共同事業拠出金，項

１特別高額医療費共同事業拠出金は９８８万９，０００円，款５保健事業費，項１健康保
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持増進事業費は８，２３７万３，０００円，款６基金積立金，項１基金積立金は３億６，

４５７万５，０００円，款７公債費，項１公債費は３８３万４，０００円，款８諸支出金，

項１償還金及び還付加算金は１，１００万１，０００円，款９予備費，項１予備費は３，

０００万円，歳出総額は１，００７億２，４８５万７，０００円となっております。同じ

く予算の詳細につきましては，先日の全員協議会で御説明しましたとおりでございます。 

次に，１５ページをお願いいたします。議案第３号平成２１年度徳島県後期高齢者医療

広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）についてお諮りするものでございま

す。歳入歳出予算の補正は，歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３９億５，９９１万

３，０００円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９８３億２，６４７万６，

０００円とするものであります。歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金

額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，第１表歳入歳出予算補正によるものであります。

１６ページをお願いいたします。第１表歳入歳出予算補正のうち，歳入につきましては，

款１市町村支出金，項１市町村負担金，補正前の額１４４億４１７万４，０００円，補正

額１億９，７０６万５，０００円，計１４６億１２３万９，０００円，款２国庫支出金，

項１国庫負担金，補正前の額２２１億７，９３７万９，０００円，補正額１０億５，１２

８万４，０００円，計２３２億３，０６６万３，０００円，項２国庫補助金，補正前の額

８６億８，６３３万９，０００円，補正額７億４，９６７万２，０００円，計９４億３，

６０１万１，０００円，款３県支出金，項１県負担金，補正前の額７５億６１１万１，０

００円，補正額４億１，０５４万５，０００円，計７９億１，６６５万６，０００円，款

４支払基金交付金，項１支払基金交付金，補正前の額３８６億７，７１９万４，０００円，

補正額１３億９，４０２万７，０００円，計４００億７，１２２万１，０００円，款７繰

入金，項１基金繰入金，補正前の額１０億５，４０７万５，０００円，補正額１億５，７

３２万円，計１２億１，１３９万５，０００円，歳入合計９８３億２，６４７万６，００

０円でございます。 

１７ページをお願いいたします。次に歳出でございますが，款１総務費，項１総務管理

費，補正前の額２億７，０１０万５，０００円，補正額１，１１８万円，計２億８，１２

８万５，０００円，款２医療給付費，項１療養諸費，補正前の額９１０億２，１８３万５，

０００円，補正額３８億２，０６５万２，０００円，計９４８億４，２４８万７，０００

円でございます。款６基金積立金，項１基金積立金，補正前の額１４億４，２５９万５，

０００円，補正額１０億６３６万３，０００円の減，計４億３，６２３万２，０００円で

ございます。款８諸支出金，項１償還金及び還付加算金，補正前の額１，８７１万７，０

００円，補正額１１億３，４４４万４，０００円，計１１億５，３１６万１，０００円，

歳出合計９８３億２，６４７万６，０００円でございます。詳細につきましては，先日御

説明させていただいたとおりでございます。 

次に資料④条例議案の１ページをお願いいたします。議案第４号徳島県後期高齢者医療

広域連合職員の給与に関する条例の一部改正についてお諮りするものでございます。詳細

につきましては，資料⑤条例議案概要説明書で御説明いたします。１ページをお願いいた

します。改正の趣旨でございますが，人事院勧告に基づき，国家公務員の給与等の改正が

行われたことに伴い，広域連合職員の給与等についての所要の改正を行うものであります。

改正の概要は，人事院勧告に基づき，職員の期末手当及び勤勉手当の額を減額するととも
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に，持家に係る住居手当を廃止するものでございます。施行期日は，平成２２年４月１日

からとするものでございます。 

資料④条例議案の３ページをお願いいたします。議案第５号徳島県後期高齢者医療広域

連合後期高齢者医療に関する条例の一部改正についてお諮りするものでございます。詳細

については，同じく資料⑤条例議案概要説明書で御説明いたします。５ページをお願いい

たします。まず改正の趣旨でございますが，平成２２年度及び平成２３年度の保険料率改

定並びに平成２２年度以降の所得の少ない被保険者及び被用者保険の被扶養者であった被

保険者に対する負担軽減を図るため，所要の改正を行うものであります。改正の概要につ

きましては，保険料率の改定は，平成２２年度及び平成２３年度の所得割率を８．０３パ

ーセント，被保険者均等割額を４３，９９０円とするものであります。保険料の軽減措置

は，ア所得の少ない被保険者に係る軽減措置として，当分の間，平成２２年度以降の各年

度において，被保険者均等割額７割軽減に該当する被保険者について，均等割額８．５割

軽減を継続するものであります。イ被用者保険の被扶養者であった被保険者に係る軽減措

置として，当分の間，平成２２年度以降の各年度において，後期高齢者医療の資格取得日

前日に被用者保険の被扶養者であった被保険者について，均等割額９割軽減を継続するも

のであります。施行期日は，平成２２年４月１日からとするものであります。 

元に戻りまして，資料④条例議案の６ページをお願いいたします。議案第６号徳島県後

期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例の一部改正をすることについ

てお諮りするものであります。詳細につきましては，同じく資料⑤条例議案概要説明書で

御説明いたします。８ページをお願いいたします。改正の趣旨でございますが，保険料の

軽減に伴い，減額分の財源に臨時特例基金を充てるため，所要の改正を行うものでありま

す。改正の概要は，処分としましては，後期高齢者医療に関する条例の改正により，新た

に保険料軽減が規定されることに伴い，次に掲げる減額分の財源に充てる場合に臨時特例

基金を処分することができる規定を加えるものであります。アとしまして，平成２２年度

以降の各年度において，被扶養者であった被保険者に係る保険料の特別減額，イ平成２２

年度以降の各年度において，均等割７割軽減に該当する被保険者のうち，世帯内の被保険

者全員の所得がない世帯に属する被保険者に係る均等割額の減額，ウ平成２２年度以降の

各年度において，所得割の賦課のもととなる基礎控除後の総所得金額等が５８万円を超え

ない被保険者に係る所得割額の減額，エ平成２２年度以降の各年度において，均等割７割

軽減に該当する被保険者のうち，イに規定する均等割額の減額の適用を受けない被保険者

に係る均等割額の特例減額とするものであります。条例の失効といたしましては，条例の

失効日に関して２年間延長し，平成２５年３月３１日限り効力を失うものとするものであ

ります。施行日の期日は，平成２２年４月１日からとするものであります。以上，よろし

くお願いいたします。 

 

○議長（笠井国利君） 

事務局長 

 

○事務局長（片山隆信君） 

 今，御説明しました中で，１箇所数字を間違えましたので訂正させて頂きたいと思いま
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す。予算議案の１０ページをお願いしたいと思います。第１表歳入歳出予算のうち，款１

市町村支出金，項１市町村負担金は１６７億２，２５７万３，０００円と御説明いたしま

したが，１６７億２，２５７万２，０００円が正しい数字でございます。どうも失礼いた

しました。 

 

○議長（笠井国利君） 

 以上で，提案理由の説明は終わりました。 

 

○議長（笠井国利君） 

これより，質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 

（「なし」と言う者あり） 

 

○議長（笠井国利君） 

質疑なしと認め，質疑を終結いたします。 

 

○議長（笠井国利君） 

これより，討論に入ります。討論はありませんか。 

 

（「なし」と言う者あり） 

 

○議長（笠井国利君） 

討論なしと認め，討論を終結いたします。 

 

○議長（笠井国利君） 

これより，順次，採決いたします。なお，採決は，起立によって行います。 

 

○議長（笠井国利君） 

お諮りいたします。まず，議案第１号について，原案どおり可決することに賛成の方は，

御起立をお願いいたします。 

 

（賛成者起立） 

 

○議長（笠井国利君） 

起立多数であります。よって，議案第１号は，原案どおり可決されました。 

 

○議長（笠井国利君） 

次に，議案第２号について，原案どおり可決することに賛成の方は，御起立をお願いい

たします。 
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（賛成者起立） 

 

○議長（笠井国利君） 

起立多数であります。よって，議案第２号については，原案どおり可決されました。 

 

○議長（笠井国利君） 

次に，議案第３号について，原案どおり可決することに賛成の方は，御起立願います。 

 

（賛成者起立） 

 

○議長（笠井国利君） 

起立多数であります。よって，議案第３号については，原案どおり可決されました。 

 

○議長（笠井国利君） 

次に，議案第４号について，原案どおり可決することに賛成の方は，御起立願います。 

 

（賛成者起立） 

 

○議長（笠井国利君） 

起立多数であります。よって，議案第４号については，原案どおり可決されました。 

 

○議長（笠井国利君） 

次に，議案第５号について，原案どおり可決することに賛成の方は，御起立願います。 

 

（賛成者起立） 

 

○議長（笠井国利君） 

起立多数であります。よって，議案第５号については，原案どおり可決されました。 

 

○議長（笠井国利君） 

次に，議案第６号について，原案どおり可決することに賛成の方は，御起立願います。 

 

（賛成者起立） 

 

○議長（笠井国利君） 

起立多数であります。よって，議案第６号については，原案どおり可決されました。 

 

○議長（笠井国利君） 

次に，日程第６承認第１号徳島県後期高齢者医療広域連合議会の議員その他非常勤の職

員の公務災害補償等に関する条例の一部改正に係る専決処分の承認についてを議題といた
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します。提案理由について，事務局の説明を求めます。 

 

○議長（笠井国利君） 

 事務局長 

 

○事務局長（片山隆信君） 

資料④条例議案の８ページをお願いいたします。承認第１号徳島県後期高齢者医療広域

連合議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正に係る専決処

分について承認をお願いするものであります。詳細につきましては，資料⑤条例議案概要

説明書で御説明いたします。資料⑤の１１ページをお願いいたします。改正の趣旨でござ

いますが，雇用保険法等の一部を改正する法律の施行により，徳島県後期高齢者医療広域

連合議会の議員その他の非常勤職員の公務災害補償等に関する条例について所要の改正を

行うものであります。改正の概要でございますが，地方公務員である非常勤の船員の公務

災害について，船員保険法の適用から地方公務員災害補償法の適用に変更されたため，規

定の整備を行うものでございます。施行期日は，平成２２年１月１日からとなっておりま

す。以上，よろしくお願いいたします。 

 

○議長（笠井国利君） 

以上で，提案理由の説明は終わりました。 

 

○議長（笠井国利君） 

これより，質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 

（「なし」と言う者あり） 

 

○議長（笠井国利君） 

質疑なしと認め，質疑を終結いたします。 

 

○議長（笠井国利君） 

これより，討論に入ります。討論はありませんか。 

 

（「なし」と言う者あり） 

 

○議長（笠井国利君） 

討論なしと認め，討論を終結いたします。 

 

○議長（笠井国利君） 

これより，採決いたします。なお，採決は，起立によって行います。 

 

○議長（笠井国利君） 
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お諮りいたします。承認第１号について，原案どおり承認することに賛成の方は，御起

立願います。 

 

（賛成者起立） 

 

○議長（笠井国利君） 

起立多数であります。よって，承認第１号については，承認することに決定をいたしま

した。 

この際，お諮りいたします。本定例会において議決されました案件について，その条項，

字句その他整理を要するものについては，会議規則第４０条の規定により，その整理を議

長に委任願いたいと思います。これに，御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と言う者あり） 

 

○議長（笠井国利君） 

御異議なしと認めます。よって，本定例会において議決された案件について，その条項，

字句その他整理を要するものについては，これを議長に委任することに決定いたしました。 

 

○議長（笠井国利君） 

以上をもって，本定例会に付議されました案件はすべて議了いたしました。 

 

○議長（笠井国利君） 

閉会前に広域連合長からあいさつがあります。 

 

○議長（笠井国利君） 

連合長 

 

○広域連合長（原秀樹君） 

閉会に当たりまして，一言ごあいさつを申し上げます。今定例会におきましては，平成

２２年度予算や保険料率の改正などの議案につきまして御提案申し上げましたところ，熱

心な御審議の上，全議案につきまして原案どおり御可決を頂きまして，厚く御礼を申し上

げます。 

また，人事案件として，副広域連合長につきましても全議員の御賛同により，お認めを

頂きまして，ありがとうございました。 

国におきましては，現在，高齢者医療制度改革会議におきまして，新制度創設に向けた

検討が行われているところでございます。本年夏，中間とりまとめや年末の最終とりまと

めにつきましては，今後，その概要を議会に報告してまいりたいと考えております。後期

高齢者医療制度の廃止や新制度への移行が被保険者の皆様に御心配や御迷惑をお掛けする

ことがないよう，十分に御説明申し上げますとともに，現制度が廃止されるまでの間は，

引き続き制度の円滑な運営に努めてまいる所存でございます。 

－13－ 



－14－ 

 議員の皆様方におかれましては，今後とも，格別の御指導，御協力を賜りますようお願

い申し上げまして，閉会に当たりましてのごあいさつとさせていただきます。どうも本日

は，ありがとうございました。 

 

○議長（笠井国利君） 

以上で，本日の日程はすべて終了いたしました。これをもって，平成２２年２月徳島県

後期高齢者医療広域連合議会定例会を閉会いたします。お御苦労さんでございました。 

（午後２時１３分閉会） 
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